
令和２年（2020年）３月 26日 

 

 

 

八王子市新型コロナウイルス感染症危機管理本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する市の対応について（情報提供） 

 

 

本日、「第 11回新型コロナウイルス感染症危機管理本部会議」を開催し、下記のとおり

決定・確認しました。 

 

記 

 

１ 東京都による外出自粛要請を踏まえた本市の対応について 別紙１参照 

   昨日の都知事記者会見において、外出自粛の要請がなされたことを受け、３月 27 日

（金）・28 日（土）・29 日（日）は、一部の例外を除き、施設の利用休止とイベント等

の中止を決定。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた公共施設の利用休止について（変更） 

別紙２参照 

   昨日の都知事記者会見において、外出自粛の要請がなされたことを受け、第 10 回新

型コロナウイルス感染症危機管理本部会議で決定した、富士森公園陸上競技場（一般開

放）、上柚木公園陸上競技場（一般開放）、夕やけ小やけふれあいの里（園庭開放）の利

用再開を取りやめ、利用休止の期間を４月 12日（日）まで延長することを決定。 

 



 

 

令和２年（2020年）３月 26日 

八王子市新型コロナウイルス感染症危機管理本部 

 

東京都による外出自粛要請を踏まえた本市の対応について 

 

昨日の都知事記者会見において、外出自粛の要請がなされたことを受け、下記のとおり対

応を行う。 

 

記 

 

１ 令和２年（2020年）３月 27日（金）・28日（土）・29日（日）の施設の利用休止とイベ

ント等の中止について 

一部の例外を除き、施設の利用休止とイベント等の中止を行う。 

※ 上記以外の利用休止の考え方、判断基準、イベント開催時の注意事項などについて、現

時点では変更しない。 

※ 利用休止しない施設は下記のとおり。次葉の＜市長から市民の皆様へのメッセージ＞と

併せてホームページに掲載し、市民へ周知する。 

 

【例外的に利用休止せず、開館する施設】 

※ 各保健福祉センターは 27～29日は休館し、30日（月）以降は開館時間を午後 5時まで

に短縮します。 

 

施設名 開館日 担当課 

道の駅八王子滝山 27日（金）、28日（土）、29日（日） 

※会議室は４月 12日まで貸出休止 

農林課 

学童保育所（全館） 27日（金）、28日（土） 児童青少年課 

公立保育園（17園） 27日（金）、28日（土） 

※千人保育園のみ 29日（日）に休日保育実施 

保育幼稚園課 

子ども家庭支援センター 27日（金）、28日（土）、29日（日） 子ども家庭支援セ

ンター 

地域子ども家庭支援センター

（5館） 

27日（金）、28日（土） 子ども家庭支援セ

ンター 

八王子駅南口総合事務所 27日（金）、28日（土）、29日（日） 八王子駅南口総合

事務所 

南大沢事務所 27日（金）、29日（日） 由木地域事務所 

緑町霊園 27日（金）、28日（土）、29日（日） 市民生活課 

甲の原霊園 27日（金）、28日（土）、29日（日） 市民生活課 

南多摩都市霊園 27日（金）、28日（土）、29日（日） 市民生活課 

八王子市斎場 27日（金）、28日（土）、29日（日） 斎場事務所 

消費生活センター 27日（金） 

※28日（土）は電話相談のみ実施 

消費生活センター 

 

別紙１ 



 

 

 

 

令和２年（2020年）３月 26日 

八王子市新型コロナウイルス感染症危機管理本部 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた公共施設の 

利用休止について（変更） 

 

昨日の都知事記者会見において、外出自粛の要請がなされたことを受け、昨日、利用再開

を決定した下記の施設について、利用休止の期間を下記のとおり延長する。 

 

 

記 

 

１ 利用中止を延長する施設 

 （１）施設名 

   ①富士森公園陸上競技場「東京フットボールセンター八王子富士森競技場」（一般開放） 

   ②上柚木公園陸上競技場（一般開放） 

   ③夕やけ小やけふれあいの里（園庭開放） 

 （２）利用中止期間 

   ①・②について：【変更後】 ～令和２年（2020年）４月 12日（日）まで 

【変更前】 ～令和２年（2020年）３月 31日（火）まで 

   ③について  ：【変更後】 ～令和２年（2020年）４月 12日（日）まで 

【変更前】 ～令和２年（2020年）３月 27日（金）まで 

 

※ 上記以外の利用休止の考え方、判断基準、イベント開催時の注意事項などについては変

更しない。 

 

別紙 2 


